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市長 西岡真一郎 様 

 

２０１8年度予算への要望書 
 

 

 私たち小金井生活クラブ運動グループ地域協議会は、小金井市内で活動する７団体

で構成されています。地域協議会として、ともに大気汚染調査や野川の川辺環境調査、

一言提案活動など、まちづくりを市民自治で行うためにさまざまな活動を続けています。 

今年も市民の声を市政に活かすため、暮らしの中で感じた意見や提案を「一言提案」

というアンケートで募集し、市民の方々から回答をいただきました。 

50 人を超える市民からの声には、今年は特に、都市計画道路への反対、国分寺崖線

や地下水の保全、また、玉川上水の緑、生物多様性の保全を訴える意見が多く寄せられ

ました。 

同時に、安心して子育てができ、高齢になっても安全に暮らすための「まちづくり」

にも幅広い声が上がり、関心の高さが伺えます。 

市民の方から寄せられた「一言」のなかにこそ、身近な暮らしの中から切実に必要と

している課題があります。私たちはこのアンケート調査を基に、政策にまとめ、予算要

望書という形で小金井市に提案いたします。 

市長をはじめ、各担当課の方々には、市民の声を、出来るだけ来年度の予算に反映し

ていただけますように、お願い申し上げます。 

私たち生活クラブ運動グループ地域協議会も、小金井市と力をあわせ、今後もより良

いまちづくりにむけて活動していきたいと思います。 

 

 

                               2017年 10月 5日 

 

 

                  小金井生活クラブ運動グループ地域協議会                               

                   【所属団体】 

                    生活クラブ生協 まち・小金井 

                    NPO法人 はぁとぽっと 

                    NPO法人 ほっとわぁく 

                    土ようのたまり場 

                    小金井・生活者ネットワーク  

環境まちづくり NPO エコメッセ小金井 

                    まちの縁がわ わ・おん
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●地域で生き活きと過ごせる環境の整備を 

①子どもが育つ環境整備の推進を 

（１）学校以外で安心して遊べる場所・ボール遊びができる公園が必要です。子どもにとって遊

び場として魅力のある公園づくりを、子どもも含む市民参加によるワークショップなど実施

したうえで、住民参加型で行ってください。また、友達とくつろぎストレスを解消できる居

場所を公共施設に確保することを求めます。 

（２）栗山公園の水場を子どもが遊べるように整備してください。 

（３）花火や焚き火などができるプレーパークを、もっと身近な場所にも作ってください。 

（４）気軽にいつでも集える親子広場を身近な地域に増やすことを求めます。また、子どもがい

つでも行けて話や相談が気軽にできる場所を、身近なところにつくる事を求めます。 

（５）公民館と児童館が併設されている施設などは、高齢者が優先利用している部屋を開放して、

子どもと高齢者がともに交流できるような場づくりを進めることを求めます。 

（６）小学校区毎に児童館を配置してください。 

（７）恵まれた自然環境を生かした保育施設や老人介護施設をつくってください。子どもがのび

のびと遊ぶ経験がもてる環境を増やすとともに、待機児童のない市になることを求めます。 

（８）病児保育の体制を進め、共働きの家族が安心して子どもを預けられる環境づくりを進める

ことを求めます。 

（９）学童保育所も含めた放課後の居場所を増やしてください。また、安全に過ごせるように見

守りの人の増員も求めます。 

（10）防犯カメラは、犯行の証拠となることはあっても、犯人の特定や防犯にはなりません。地

域のコミュニティを再生し、大人が子どもに寄り添う社会にするための取り組みを市民参加

で進めることを求めます。 

（11）乳幼児健診など、若いお母さんたちが頻繁に利用する「保健センター」への交通アクセス

が不便です。新福祉会館が庁舎建設予定地にできる計画ですが、現状ではまだできていませ

ん。保健センターを循環するＣＯＣＯバスの運行路線を早急に求めます。また、東小金井地

域での「出張検診」ができるようにしてください。 

（12）市民主催の公民館講座に保育室が必要な場合、適当な部屋を借りるのが困難な場合が多い

のが現状です。託児が発生した時にいつでも借りられる常設の保育室を設置してください。 

 また、設置する場合には、若い世代の意見を反映して、使いやすい保育室にすることを求

めます。（託児者などは主催者側が手当するなど） 

（13）子どもの予防接種は、効能とともに副反応についても市は保護者にきちんと説明してくだ

さい。特に任意の接種については、市から正しい情報を医療機関にも伝えてください。 

（14）全国的に小児科が減っています。具合の悪い子どもを遠くまで連れての受診は大変です。

近くにかかりつけ医が持てるよう、長期的視点で医師会と連携し、小児科医を増やすように

働きかけてください。 
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②子どもの育ちを応援する学校教育の推進を 

（１）教師の事務処理にかかる時間が増えています。教師が生徒と向き合う時間を多く取れる制

度を早期に導入できるよう求めます。 

（２）自校方式の学校給食の存続を求め、栄養士間でも食の安全について学習する機会や情報の

共有を求めます。 

（３）学校給食を和食中心にすることで、アレルギーの原因物質を除去しやすい献立にすること

ができます。食物アレルギーのある子もなるべく一緒に給食が食べられるよう、献立につい

て話をする機会を持ってください。 

（４）学校給食の牛乳に低温殺菌牛乳を入れてください。できれば味や品質が損なわれない、ま

た、環境面からもリユースができる「ビン」にしてください。 

（５）学校の老朽化が著しい。特に雨漏りなどを早く修繕することを求めます。 

（６）日の丸、君が代を強制するような卒業式や入学式を止めて、教師や生徒、保護者の意見を

最大限に尊重することを求めます。 

（７）平和教育を推進するために、修学旅行は沖縄県や広島市、長崎市を優先的に選択できるよ

うにすることを求めます。 

（８）すべての子どもの尊厳を認め合い、ともに生きることを教育の基本に置く学習内容となる

ような教科書の選定をしてください。その際に、市民の声を取り入れて選ぶ仕組みを続けて

ください。 

（９）小学校入学時に発達障がいだと思われる子どもの割合が増えています。担任 1人ではカバ

ーできない部分があると考えられます。2 年生までは 35 人学級になっていますが、学校に

慣れるまでの低学年は各学級が副担任との 2人体制で協力できるようにしてください。 

（10）スクールソーシャルワーカーは、今 4人です。教育委員会に机を置くだけでなく、拠点校

を持ち、職員室にワーカーの机があるような体制にするよう求めます。 

（11）担任教諭にも正規職員だけでなく非常勤教諭が増えています。教員同士の学年団としての

まとまりや、指導力、継続性などに保護者からは不安の声が上がっています。教員の非常勤

化は教育現場になじみません。教員の労働環境の観点からも、東京都には正規職員を増やす

ように強く求めてください。 

③貧困の連鎖を断ちきるためにも、教育格差の是正を 

（１）義務教育の必要最低限の習得を学校で学べるようにしてください。 

（２）教育にお金がかかるのは当たり前の風潮が、貧困、教育の格差を広げています。どの子も

将来に希望を持てる、学びたい子どもが学べるよう、放課後の教室で学習補助の時間を充実

するようにしてください。 

（３）市内の大学と市が連携して子どもの学習支援を進めるとともに、中学生や高校生が小学生

の宿題を支援するなど、経済的理由で学びたくても学べないすべての子どもが支援を受けら

れる仕組みにしてください。 
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（４）教材費や部活動、修学旅行にもお金がかかります。就学支援制度の認定基準を引き下げな

いでください。また、就学援助制度を充実し、全ての子どもが安心して学校で学べるように

求めます。 

（５）食余りと言われる中、学校給食で命をつないでいる子どもがいると言われる状況があるの

も現実です。本来、義務教育費は無償とすべきですが、まずは学校給食費を教育費の一環と

して無償化することを求めます。 

（６）子どもの貧困が社会問題となっていますが、進学できる機会は平等にあるべきです。 

また、就職難で卒業後に正規雇用に就けない若者も多く、奨学金の返済が苦しい現状にあ

ります。現在市の奨学金は給付型ですが、大学生 12,200 円、高校生 5300 円と低額であり、

また、他の奨学金との併用ができません。奨学金の併用をできるものとし、国に対しても奨

学金は給付型にすることを求めてください。 

④空き家活用を進め、生活スタイルに合わせた働き方や子育て・子育ちを 

応援する 

（１）登録制の空き家バンクを小金井市で設置し、空き家を捜している市民と、有効活用したい

貸し手をつなぐ仕組みをつくることを求めます。 

（２）市の仲介によって、子どもの保育所や一時預かりなどに空き家を利用できるようにしてく

ださい。そのために、市が空き家を募集してデータベース化し、使いたい人とのマッチング

をするしくみ、また、事業の立ち上げや展開のときには、空き家利用の家賃補助やリフォー

ム代の補助で市が後押しする制度を求めます。 

（３）ファミリーサポートの仕組み以外にも放課後の見守り・学童保育後の親の帰宅までの預か

りなど、地域で子育てをする環境を作ることが求められています。また、夏休みなど長期休

暇中の子ども（小学生）の居場所がないこともあり、空き家を利用して地域の人が運営する

居場所をつくることを求めます。 

（４）現在、世田谷区などで、家庭的保育事業の保育所実施型とグループ保育型ができています。

市でも導入を進めることで、待機児童の解消とともに空き家対策にもなると考えます。 

特に子どもが小さい時期の子育てや、親の介護などの時期に、働きたい時間にみてもらえる、

仕事に復帰したい時にできる環境の整備を求めます。 

（５）空き家や空き店舗を活用し、待機児童を預かる「待機児園」の検討も進めてください。 
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●年金・医療・障がい者福祉・介護保険など、 

わかりやすく、使いやすい福祉の整備を  
 

高齢であっても、障がいを持っていても、安心して暮らすためには、公的制度の充実

と市民同士のお互い様や助け合いのネットワークのような仕組みが必要です。 

 

（１）高齢者が孤立化しないように、市内で歩いて通えるところに、介護や医療をはじめ、生活

全般の相談ができ、誰もが気軽に集える居場所ができるようなしくみをつくることを求めま

す。 

・介護保険の認定を受けていない高齢者の見守り方法の具体化（地域による見守りなど）。 

・誰でもが気軽に立ち寄れて軽食が食べられる場を増やす。 

・高齢者が引き込もらないようにする為には、全庁的な対策が必要。福祉部だけでなく生涯学習課、

コミュニティ文化課、まちづくり推進課など庁内連携をもって取り組む。 

・高齢者体験（重りで負荷をかけるなど）をする機会を増やす。 

（２）2015 年の介護保険制度改定に伴い介護予防・日常生活支援総合事業が始まりました。独

居の方や高齢者世帯の在宅生活を支え、生活の質を保つためにも、総合事業の充実を求めま

す。 

また、制度改定で介護保険の適用外となる、現在要支援で訪問・通所を利用している高齢者

が今後増えても、現在と同等のサービスを相応の金額で利用できるようにしてください。 

（３）医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築

に向けて、地域住民の参加や市民活動団体等が参画できるよう支援体制の充実・強化を求め

ます。 

・救急に対応してくれる病院が少ない。 

・川越の帯津病院、長野の佐久病院、諏訪の鎌田先生の病院などのように、患者のニーズに合わせた

特色ある医療機関をつくり、地域の健康アップをはかる。 

・いざというときに、病院ではなく在宅で最期を迎えたい市民のために、かかりつけ医の存在は大き

い。かりつけ医を増やすために、小金井の医師会との連携を充実するなど他市の取り組みを学んで

取り入れる。 

・在宅診療の病院を増やす。 

・障がい児が通える放課後デイサービスを、更に設置。 

・災害時に要介護者や障がい者が安心できるシステム作り。 

・安心の社会保険として軽度の人でも使える制度に、また誰もが、わかりやすいものに。 

・介護予防のためにも市民の健康維持に重点を置く（体操や運動の機会を増やす・市民ホールなどで

も）結果医療費の削減などにつながる。 

（４）障がい者福祉サービスは、利用者のニーズに基づいて中立・公平なサービスの提供と、利

用者、行政、事業者との連携を計る相談支援員の機能の充実を求めます。 
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（５）社会保障制度や公的サービスなどの内容をわかりやすく市民に説明し、周知徹底してくだ

さい。窓口となる行政の職員は福祉担当者としての専門性を持ち、利用者が不利にならない

ように、事業者、利用者との連携を進めることを求めます。 

・行政サービスのていねいな説明を。（受けられるサービスを知らずにいる人もいる） 

・介護保険制度の仕組みなど市民にわかりやすく説明を。 

・情報の共有・意見を吸い上げる工夫を。また、介護保険事業の推進に当たり、事業者との連携を進

める。 

・障がい者の就労支援の充実（支援スタッフの育成・増員、働ける場を増やす）。 

（６）車イスを利用している人たちが安心・安全に外出できるように、車イス対応のＡＴＭ・ト

イレ・駐車場などを増やすことを求めます。 

（７）車イスや高齢者・障がい者の方が安全に通行できるように、道路の段差や傾斜などの調査・

整備を進めることを求めます。整備改良にあたっては、高齢者や障がい者の声を反映するこ

とを求めます。 

・バリアとならない道路も整備に力を入れる。 

（８）障がいを持った人が自立して生活できるよう、働く場をもっと増やすことを求めます。 

そのためにも、障がい者就労支援センターの機能を更に充実し、庁内のチャレンジ雇用の充

実や就業先の開拓を進めるために、ジョブコーチを増やすことを求めます。 

（９）国民健康保険の保険料は、低所得者に負担割合が大きい。制度改正はされているが、更に

所得に配慮した設定にすることを求めます。 

（10）NPOなど民間の高齢者介護・障がい者支援の事業者の社会的評価を充実するように国に働

きかけることを求めます。 

（11）福祉の視点でまちづくりを進めてください。そのために庁内の部局を超えた連携を進め、

さまざまな角度から市民や当事者の意見を検討することを求めます。 

（12）福祉会館の早期建て替えが望まれています。市民参加による計画をすすめ、利用しやすい

施設となるよう望みます。 

（13）未来の介護職員を増やすためにも、中学生の職場体験で高齢者と接する機会を増やしてく

ださい。 

（14）訪問介護事業所においてヘルパー不足が問題になっています。小金井市が行ったヘルパー

２級の講習で資格を得た人たちが、その後、資格を活用した仕事をしているのか調査し、ボ

ランティア活動やヘルパーとして活動してもらえるように働きかけてください。 

（15）様々な事業の執行にあたり、市職員は常に市民協働を意識化してください。 

（16）真に介護を必要としている人や障がい者支援を必要としている人を正しく見極める事が大

事です。認定員のスキルアップを定期的に行うことを求めます。 
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●雇用・働き方の支援を 

（１）市内の身近なところに求人紹介の「雇用ブース」を設けてください。たとえば、市民交流

センターや市役所の一角にでも「雇用相談」ができる受付があると行きやすい。 

（２）東京都が行っている「職業訓練（都立職業能力開発センター）」をもっと知ってもらうた

め、市報で掲載するなどの工夫を検討してください。 

（３）個人起業や若者起業は、まちの活性化にもつながります。立ちあげの支援や期限付きの家

賃補助など、必要なサポートを進めてください。 

（４）働き方の 1 つとしてワーカーズコレクティブを位置付けるためのワーカーズ法の制定を、

市から国に働きかけることを求めます。 

（５）定年後の人材を有効に活かすために、コーデイネイト機能をもつ場をつくってください。 

 

 

 

●環境政策への提言 

①安全でおいしい地下水を飲み続けることができるまちに 

（１）東京都の水道一元化事業による水道水の地下水の割合がどのくらいなのか、市報やＨＰで

の情報公開を求めます。 

（２）水道水の地下水割合は現状約 60％に回復したという議会答弁がありましたが、今後も地

下水の割合を減らさずに水道水が使い続けられるように、東京都への働きかけを引き続き行

うことを求めます 

（３）小金井市には地下水保全条例があります。湧水を保全するために、特に涵養域にあたる再

開発などの計画が浮上した際は、地下水保全会議に諮り、環境に与える影響を審議できるよ

うにしてください。 

②リサイクルよりリデュース（排出抑制）・リユース（再使用）を優先する 

●プラスチックごみは無料袋で回収してほしい 

（１）プラごみは「きれいに洗って水切りを」と書いてあり、市民の協力と努力が求められてい

ます。洗ってあれば、容器包装リサイクル協会が有償で引き取ってくれますが、汚れたプラ

ごみは別の工場に搬送されてガス化されるため、小金井市のごみ処分費はさらに増加します。

全てのプラごみの最終処分までの過程を市民にわかりやすく広報で周知し、「洗う」ことで、

税金の負担が軽くなることをわかりやすく伝えてください。 

（２）現在プラスチックごみと燃やさないごみは同じ色の有料袋となっていて、混合しやすい状

況にあります。「資源」としての意識を高め、排出する努力が報われるように、「プラごみ」

を無料袋で回収するシステムを導入し、色の違いで見分けやすくしてください。 
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（３）プラスチック容器やトレー、ペットボトルなどは販売した店での回収を義務付け、購入し

た人がその店に返却できるしくみを進めてください。 

また、ごみカレンダーなどに、店舗が自主回収している拠点回収場所をもっと分かりやすく

記載してください。 

（４）ペットボトルは市の収集を止め、買った店に返すか、公共施設での拠点回収のみにしてく

ださい。 

（５）リサイクル推進協力店を増やすため、市内スーパーや商店などにさらに協力を求めてくだ

さい。 

●大型生ごみ処理機は市民の使いやすい機種選択を 

（１）地域で集合住宅用大型生ごみ処理設置を進めるために、町会や自治会が使いやすい処理機

を選択できるサポート体制や、電気代を市が負担するなど、自主運営しやすい環境づくりを

進めてください。 

（２）現在、市が進める乾燥型の生ごみ処理機は電気代がかかるので、微生物による分解力で生

ごみを消滅する発酵型の生ごみ処理機を市は推奨すべきです。特に、民間事業所や集合住宅、

公共施設に設置する大型生ごみ処理機は、発酵型の機器を利用すること求めます。 

（３）現在家庭用の生ごみ処理機の補助金は他自治体より手厚く、かかる経費は膨大です。特に

乾燥型のごみ処理機は使用しなくなったとの声も多く届いています。暮らしに適した処理機

を購入し、継続して使用してもらうため、窓口での情報提供や手引書の配布などの対応を求

めます。 

また、今まで市民が助成金を使って購入した生ごみ処理機のアンケート調査を毎年行い、

そのデータを情報公開してください。さらに、乾燥型による生ごみリサイクルのシステムが、

費用対効果の視点からも現状にあっているのかどうかを検証してください。 

●粗大ごみのリユースを促進してほしい 

（１）小金井市の粗大ごみは、近隣自治体に比較し、その排出量が多いことが判明しています。

リユース促進からも、リサイクルセンターへ連絡すれば、再利用されることが市民に十分周

知されていません。ごみカレンダーなどの表紙に「再利用可能な家具などはリサイクル事業

所へ」のお知らせを掲載してください。 

（２）第二庁舎の経済課の窓口に不用品交換コーナーが設置されていますが、市民への周知が足

りません。市役所、公民館、図書館にもコーナーを設置し、市報やホームページ、ごみカレ

ンダーなどにも掲載することを求めます。 

●転入者や単身者集合住宅の対策を進めてほしい 

（１）転入者がごみの分別に困らないように、転入届を出した際に立ち寄る説明コーナーを設け

て、ごみゼロ化推進院など市民ボランティアの協力を得て、ごみの分別・減量を周知し、説

明を受けた人にはごみの有料袋を手渡すなどインセンティブを働かせることを求めます。 

（２）高齢者のごみ分別が認知症や障がいの増加によって難しくなってきています。現在、市が

行っているふれあい収集では「介護予防」に当たる人には支援が受けられません。分別の具
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体的な方法を高齢者に説明し、分別したごみを集積場まで出せるような仕組みが必要です。

ごみゼロ化推進会議の推進員制度を活用し、推進員や町会ぐるみで支援できるような仕組み

をつくってください。 

（３）単身者のアパートなどで、特に管理人が在住しない集合住宅のごみ出しについてはルール

を周知するとともに、転入したすべての市民にごみカレンダーが手渡せるように、不動産業

者や管理責任者にも協力を求め、連携できるような施策を求めます。 

（４）「ごみ分別の手引書」を改訂したら全世帯に配付してください。また、粗大ごみの手数料

やシールを販売している店舗などを明記した「粗大ごみ料金表」も「手引書」に挟み込んで、

ごみカレンダーと一緒に市民に配付してください。 

③小金井市環境行動指針の「合成洗剤を極力使わないよう努める」をさら

に進める。また柔軟仕上げ剤などに含まれる「人工香料の被害」につい

て認識を 

（１）小金井市と市民が協働で作成した「合成洗剤を持ち込まないで」のポスターが公共施設に

貼られ、市民や職員の間では純石けんの使用も少しずつ拡大しています。しかし、周知が不

十分であるためか、小中学校や保育園、公共施設で合成洗剤が使用されていることが市民か

らの情報提供や議会に提出された資料などで判明しています。市報やホームページでの市民

への広報活動、またそれによる周知徹底をさらに進めることを求めます。 

（２）合成洗剤には、国で定めているＰＲＴＲ制度（化学物質排出移動量届出制度）で有害物質

に指定されている成分が入っていることがあります。しかし、最も体への影響が大きい乳幼

児や妊産婦への周知は充分ではありません。保健センターで行う両親学級における講習会の

実施やパンフレットの配布などを通して、合成洗剤が身体に及ぼす影響を市民に周知するこ

とを求めます。 

またポスターを保育園や幼稚園などに掲示するなど、情報の提供を園長会にお願いするよ

うに求めます。 

（３）「小金井市学校給食の指針」には、「洗剤は石けんを使用」することが盛り込まれています。

調理業務の委託化が進められていることから、委託業者に対しても石けんの使用を徹底する

ことを求めます。 

また、「小金井市学校給食の指針」中の「洗剤」という表記は「合成洗剤」を想起させる

ため、「洗剤」という表記を削除し、当該文を「石けんまたは洗浄剤を使用」という表記の

みとすることを求めます。 

（４）保護者のボランティアによって、学校内の石けんによるトイレ掃除が実施されています。

純石けんによるトイレ掃除をさらに進めるよう、関係各所にはたらきかけることを求めます。 

（５）小金井は「水とみどりのまち」を掲げているまちです。まちの誇りを他市にもＰＲし、地

下水を汚さないために合成界面活性剤を極力使わないよう、環境行動指針を使ったアピール

の徹底を求めます。 
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（６）公共施設での石けん使用を徹底するために「石けん使用指針」の策定を求めます。また同

時に、グリーン購入の項目の中に「石けんの使用」を含めることを求めます。 

（７）近年、合成洗剤及び柔軟剤に使われている香りが問題になっています。 

   「匂いの感覚には個人差があり、あくまで個人の問題である」といった認識ではなく、合

成洗剤及び柔軟剤の香りが引き起こす問題が、「香害」と呼ばれるまでになっていること、

またそれによって生活に支障をきたしている人々がいることを市としても認識することを

求めます。注意を呼びかける【香害ポスター】を作成して公共施設等に張り出してください。 

④市民に対しても除草剤の散布の中止を呼びかけて欲しい 

（１）農薬や除草剤散布による被害は人間の健康に止まらず、犬や猫などの小動物にも及んでい

ます。除草剤を散布しないように、市報で呼びかけるとともに、駐車場などを管理している

管理会社にも指導を徹底するようにしてください。 

（２）市がやむをえず散布する場合は、近隣の学校や市民へチラシを配布し、散布中は旗を立て

るなど、周囲への配慮を行っています。市民にもやむをえない散布をするときは、周囲への

配慮の協力を求めるように周知をしてください。 

（３）市民農園などにも、農薬や除草剤を散布しないように指導することを求めます。 

（４）小金井産の野菜を販売する際、農薬回数の表示を行うよう農協や農家に協力を求めてくだ

さい。協力者には「エコファーム」として認定し、市報等で推奨してください。 

薬剤に頼らずにバイオの力などで、害虫駆除等に取り組む事業者を選定するように求めます。 

⑤電磁波・携帯基地局の健康被害を最小限にするための調査を 

（１）学校や児童館など、特に体の小さい子どもが集まる施設や病院などの周辺の電磁波調査を

求めます。また、専門家を呼んで講習会を開き、携帯電話や家庭の電化製品などから出る電

磁波についても電磁波回避の仕方など市民に伝えることを求めます。 

⑥小金井市・エネルギービジョンの策定を求めます 

（１）原発に依存せず、いざという時やピークシフト対策に活用する《地域分散型エネルギー社

会》の構築が必要です。そのために、再生可能エネルギーの活用と省エネルギーの推進によ

って、地域で創出したエネルギーを蓄え、エネルギー政策の基本的な方向を示す小金井市・

エネルギービジョンの策定とそれに基づいた政策・事業を計画的に展開するよう求めます。 

（２）太陽光発電など再生可能エネルギー導入には、信頼できる業者の選択、近所とのトラブル

回避や、メンテナンスなどさまざまな問題があります。再生可能エネルギー利用の相談に

応じられる窓口や、それを担う市民事業団体との協働や団体への支援を求めます。 

（３）公共施設の屋根を事業者に貸し、太陽光発電を普及させる手法が全国の自治体で進められ

ています。小金井市でも公共施設の屋根の有効利用を推進することで、再生可能エネルギー

の普及に努めるべきです。 
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まずは、高齢者などが避難する福祉避難所などでは、太陽光発電や蓄電池の設置を進めて、

災害時には自前でエネルギーが確保出来る場所を増やすために、必要な支援を行うことを求

めます。 

（４）現在、学校ではフィフティ・フィフティ事業の導入にともなって、光熱水費の節減に向け

て努力しています。今後学校に負担のかからないように、現在設置されている乾燥型生ご

み処理機を、リース契約時には、電気代のかからない堆肥型や消滅型の機種に変更するこ

とを求めます。また、生ごみ処理機にかかる電気代は、子どもたちの節電の努力が無駄にな

らないように、学校への負担がかからないようにすることを求めます。 

（５）公共施設の自販機を減らすことを求めます。 

（６）緑のカーテンが身近に感じられるように、緑のカーテンの作り方などを市報に掲載してく

ださい。 

（７）地球温暖化対策として、高齢者や乳幼児が真夏日でも安心して外出できるように、市内街

路樹は木蔭をつくる樹種を選定してください。 

（８）夏の節電対策を市役所が率先して実施してください。また、市民が実践している節電アイ

ディアを市報で募集し、紹介することを求めます。 

（９）小金井市環境楽習館を市民の環境活動の拠点となるように、さらに情報発信してください。 

⑦放射能対策をさらに充実してほしい 

（１）市内大気中の放射能線量が高くなった場合は、早急に市内放送で全市民に知らせる体制を

作ってください。 

（２）土壌の残留放射能調査（学校校庭、幼稚園・保育園庭、公園、河川など）は、市民の不安

に対応して、上之原会館にある市の測定器でも土壌を測定できるように、要綱などを見直す

ことを求めます。 

（３）学校・保育園給食の食材の放射能測定については、今後も継続することを求めます。 

また、市民申し込みの食品を測る、放射能測定室も測定器の適切な修理や買い替えも含め、

継続することを求めます。 

（４）学校・保育園給食の放射能対策を充実するため、食材に選定にあたっては、栄養士と連携

して対策の取れるしくみを導入することを求めます。 

（５）小金井の地下水、湧水は、定期的に測定を続け、情報開示することを求めます。 

⑧食の安全を求める 

（１）小金井産の野菜を給食に利用したり、市民が手軽に買える場所を増やすなどで、地産地消

を進めてください。 

（２）遺伝子組み換えされていない、添加物の少ない学校給食が供給されることを求めます。 

また、食品の遺伝子組み換え表示の見方や、説明などを書いたパンフレット作成し、市民に

啓発してください。 
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●まちづくり政策への提言 

① 環境と共生したまちづくりを 

（１）小金井の財産である国分寺崖線を守るために都市計画道路を中止することを求めます。 

（２）生態系や生物多様性の確保は環境基本計画でも謳われています。多様な生物や植物が棲み

続けられ、循環できる水とみどりの美しいまちづくりを進めることを求めます。 

（３）駐車場などがコンクリート仕様の新築戸建て住宅が増加しています。雨水浸透桝は事業者

と提携し世界一の設置率を上げましたが、同様に、地面を雨水浸透できる仕様にするよう協

力を求めてください。 

（４）玉川上水のグリーンベルト地帯の保存を求めます。特に、整備にあたっては、排気ガスに

強い樹木を残すなど環境へ配慮してください。玉川上水の樹木皆伐に反対します。 

また、長年散策を楽しむ憩の場ともなっているこの上水通りには木陰をつくる樹木やベン

チを設置することを求めます。 

（５）武蔵境駅の南駅前は、常緑樹に覆われ、武蔵野の面影を残す広場となっています。小金井

市は「緑と水のまち」を基本構想に掲げています。駅前広場には木蔭をつくる常緑樹をもっ

と増やしてください。 

（６）公共施設の樹木伐採については、活かしてほしいという市民の声も反映できるようなしく

みを整えることを求めます。 

（７）地下水の割合をもっと増やしてください。 

②安心して自由に移動できるまちに 

高齢になるほど、買い物や通院など外出時の移動が困難になってきます。高齢になっ

ても自由に移動ができ、このまちで住み続けるための対策が必要です。 

●安心して自転車や歩行でも移動できるまちに 

（１）高齢化に伴い、自転車などで坂を上がることが困難となる市民が増えてきます。坂下に自

転車を置いて、坂上までは歩行で移動できるようになれば、移動の負担も軽減され、坂上の

公共施設の利用など活動の範囲も広がります。自立してこのまちで住み続けるために、坂の

直下に公的な無料駐輪場や一時置き場を増設してください。 

（２）市内の歩道には自転車が乗り入れ、高齢者などが安心して歩けない状況となっています。

二車線の幅広い車道には自転車専用レーンをつくるなど、都道での対策が進んでいますが、

市道でも自転車と歩行者が安心して通行できる対策を求めます。 

（３）駅前などには地下の駐輪場が多く、高齢者にとっては上り下りの負担が大きい。高齢者に

も使いやすいフラットな駐輪場を駅前に増やすことを求めます。 

（４）連雀通りなどの歩道は、急勾配の路面が多く、車椅子や視覚障がいなどの人たちにとって

危険な場所となっています。市内の歩道の実態調査を行い、誰もが安心して通れる整備を進
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めることを求めます。 

（５）小金井警察から第四小学校、保健センターに通じる連雀通りは、細い歩道が片側にしかな

いため自転車や歩行者にとって危険な道となっています。この歩道整備を早急に進めてくだ

さい。 

（６）高齢者等が外出した時など、安全に散歩ができる道と、道路やバス停など所々に腰を下ろ

せるベンチを設置することを求めます。 

（７）武蔵小金井駅・東小金井駅とも駅にお店ができましたが、駐輪場がない、または置ける台

数が少ないため行かなくなっています。お店ごとの、または、共同の駐輪場を整備してくだ

さい。 

●市民が使いやすいＣＯＣＯバスに 

（１）新型のＣＯＣＯバスは後部座席が高いなど利用しにくいとの声があります。バスの形状を

変更する際は、高齢者や障害者の意見が反映できるようにしてください。 

（２）新庁舎竣工に合わせてＣＯＣＯバスの路線を見直す際には、市内全域の公共施設や学校、

病院、保健センターなど、坂下地域の住民も乗り換え無しで南北を循環するルートをつくっ

てください。 

また、七軒家方面のバスは時間によっては乗れないことがあるので、多くの人が利用する

時間帯は本数を増やすことも検討してください。 

③災害に強いまちづくりを 

来たるべき首都直下型地震に加え、気候変動による洪水など都市災害は深刻な社会問

題になっています。他自治体では地域の特性を踏まえた防災対策を強化しています。湧

水が豊富な小金井市で、災害時に地下水を有効利用できる「手押しポンプ式井戸」の設

置が求められています。 

（１）震災時は水の確保が必要です。震災井戸を浴恩館公園などの公園をはじめ、すべての公共

施設に設置してください。また、今ある震災対策用井戸が本当に災害時も使用できるかどう

かを調査し、電気が止まっても使えるような整備が必要です。自家用発電機や手押しポンプ

などの助成金の設置も求めます。 

（２）梶野公園のように、いつでも住民が使える手押しポンプ式井戸を他の公園にも設置するこ

とを求めます。また、かまどベンチも各公園をはじめ避難場所にも増設してください。 

（３）一時避難場所には、マンホールトイレの設置を求めます。 

（４）今年、小金井市防災マップが新しくなり、全戸配布されました。給水拠点の記載はありま

すが、震災対策用井戸の印がありません。身近な場所の給水拠点として、せめて近隣地域へ

の周知をしてください。 

（５）備蓄倉庫や防災倉庫の点検時には、必要な備品の確認と補填を地域住民と協働で行うこと

を求めます。また、倉庫の鍵の保管者を地域住民に周知し、いざというときにはすぐに開け

られる住民参加の体制づくりを整えることを求めます。 
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（６）家屋の耐震診断、耐震補強への助成の継続を求めます。また、通学路のブロック塀を生垣

塀にするために、生垣塀への助成制度を市民に広く周知することを求めます。 

（７）大地震発生時の火災への不安を抱く市民が多い。幹線道路の街路樹は、延焼を食い止める

働きを持つ、葉肉の厚い常緑樹を配置することを求めます。 

（８）各家庭の雨水貯留槽設置の助成制度の啓発を進め、増やすことを求めます。 

（９）災害時も電気が使えるように、太陽光パネルを福祉施設に設置してください。 

（10）ブッロク塀の生垣保全の指定枠を拡充し、隣近所と一緒でも助成を受け取れるようにして

ください。 

（11）戸別家庭でも井戸を設置できるような助成制度を求めます。 

（12）杉並区では地震による電気火災対策として「感震ブレーカー」の設置をパンフレットなど

で呼びかけています。小金井市でも延焼を防ぐためにも町会などの回覧板や広報などによる

普及を進めてください。 

④図書館を使いやすい施設に 

（１）図書館の閲覧スペースを広くする、人気のある本を増やすなど市民にとって使いやすい図書館

の実現を求めます。 

（２）書籍の表紙や裏表紙に、作者名やタイトルが見えなくなるラベルの貼りかたを止めるように求

めます。 

（３）図書館は祭日に休館日とせず、開館してください。 

（４）緑分館も時間延長をしてください。 

（５）誰でも使える自由室（子ども・大人の学習の場）を近隣の自治体のように完備することを求め

ます。 

（６）庁舎建設用地に充実した図書館が欲しい。若い親たちは小金井には利用しやすい図書館がない

ということで、他市に行く現状を改善してください。 

⑤その他の進めてほしいこと 

（１）市役所、福祉会館の建て替えなど市民に進捗状況をもっと広報してください。 

また使いやすい、無駄に経費の掛からない施設を建てるよう求めます。 

（２）公民館や集会施設の利用が混み合っていて、部屋が取りにくい状況にあります。西庁舎や

本町暫定庁舎なども一般市民が利用できるようにしてください。 

（４）市民との協働を進め、信頼関係を持ってまちづくりをすることを求めます。そのために、

市は情報公開と説明責任を果たし、計画段階からの市民参加を行なってください。 

また、合意形成や決定までのプロセスを明確に示し、市民の意見が十分反映されることを

求めます。 

（５）現在、体験型市民農園が市内に 2か所設置されていますが、今後はもっと増やしてくださ

い。 
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（６）公民館・集会施設などの課題の改善を。（広いスペースが少ない・予約しづらく空いて入

れば当日でも使えるように・備品の劣化・合成洗剤は使用不可にしてください） 

（７）空き家を安く借りられるなど、利用を進めてください。マンションや宅地開発は、もうや

めることを求めます。 

（８）武蔵小金井駅南側の再開発には、店舗などに小金井らしさのある展開を望みます。 

（９）市役所業務を平日１日休みにして、土日のどちらかを業務日にしてください。 

（10）防災の観点から、自校式の給食用機材を炊き出しに使えるようにしてほしい。 

（12）浴恩館公園の野外炊飯場を改修してください。 

（13）浴恩館公園に隣接する梅林の保全対策をしてください。 

（14）市民が活動したり、発表したりする場所が少なく、高齢者にとっては予約や抽選で場所を

確保することが難しい。市民が気軽に集える場所を増設してください。 

以上 


